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地図情報の活用の現状・あり方

これまでの地図情報の活用状況をどう考えるか。活用状況の
問題点を整理できないか。

これからの農業・農村の展開において、地図情報の重要性を
どう考えるか。効率的・効果的な活用のあり方は。
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農業分野におけるＧＩＳ導入・活用に関するアンケート調査

• 目的：農地情報の活用に向けた制度検討のため

• 実施主体：農村振興局農村整備課（現地域整備課）

• 調査先： 都道府県：全数調査（47都道府県）

市町村：抽出調査（339市町村、全市町村の約1割をﾗﾝﾀﾞﾑ抽出）

県土連：全数調査（47都道府県土連）

土地改良区：（399改良区、全改良区の約1割をﾗﾝﾀﾞﾑ抽出）

• 調査時期：H17.5～6

• 質問内容

★市町村、土地改良区向け

１．農業分野におけるＧＩＳの導入状況

（１）ＧＩＳ導入状況 （２）ＧＩＳ導入の目的 （３）未導入の理由

２．他機関とのＧＩＳデータの共有状況

（１）他機関との情報共有状況 （２）共有における中心的な役割

（３）未共有の理由 （４）共有化の必要性の認識

★都道府県、都道府県土連向け

・普及啓発や指導の状況、県内の農地情報共有事例等
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ＧＩＳ導入・活用状況（市町村）

•他部門（農業委員会、農業センター、課税部門、市道管
理部門）で導入されているものを活用しているため
•ＧＩＳ導入の機運が少なく、全庁的にも導入について論議
されてない
•市村合併を控えているため未検討。
•個人情報対策の検討が必要。
•費用がわからない。
•現在検討中・整備中 等

参考：地方公共団体におけるＧＩＳ導入件数

地方公共団体における個別業務型のＧＩＳの導
入件数（団体数）は、平成16年4月現在、市区町
村では1,208団体（平成15年4月：1,103団体）。

複数の部局が利用する基盤的な地図データを共
用できる形で整備し、利用する統合型GISの導
入件数は、平成16年4月現在、市区町村では
301団体（平成15年4月：158団体）。個別型、統

合型とも着実に増加。

（2004年度「ＧＩＳアクションプログラム2002-
2005」に関するフォローアップ報告」地理情報シ

ステム関係省庁連絡会議より）

１－１．農業分野におけるＧＩＳ導入状況
区　　　　分 回答数 割合

①導入済 102 30.1%
②未導入 237 69.9%

計 339

１－２．ＧＩＳ導入目的（複数回答）
区　　　　分 回答数 割合

①営農戦略の策定 47 24.4%
②農業農村整備の実施 34 17.6%
③農地管理 59 30.6%
④営農管理 20 10.4%
⑤施設管理 13 6.7%
⑥その他 20 10.4%

計 193
102

１－３．ＧＩＳ未導入の理由（複数回答）
区　　　　分 回答数 割合

①活用方法、メリットが不明 68 17.7%
②ＧＩＳ活用の人員・技術面での不安 76 19.7%
③予算的な制約 173 44.9%
④メリット、必要性がない 41 10.6%
⑤その他 27 7.0%

計 385
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ＧＩＳ導入・活用状況（市町村）

２－１．市町村内他機関との情報共有状況（複数回答）

割合
①市町村 20 19.6%
②土地改良区 9 8.8%
③農業委員会 48 47.1%
④農協 9 8.8%
⑤集落（農家） 2 2.0%
⑥その他 13 12.7%
⑦共有していない 199 －

計 300
102

２－２．　（共有している場合に）
　　　　　情報共有の中心的役割を担っている機関

区　　　　分 回答数 割合
①市町村 40 54.8%
②土地改良区 3 4.1%
③農業委員会 19 26.0%
④農協 2 2.7%
⑤集落（農家） 0 0.0%
⑥その他 9 12.3%

計 73

区　　　　分 回答数

２－３．情報未共有の理由（複数回答）
区　　　　分 回答数 割合

①共有化自体を未検討 129 38.7%
②共有化の方法、メリットが不明 31 9.3%
③情報管理に係る人員、技術の不安 38 11.4%
④他機関への情報提供に係る抵抗感 17 5.1%
⑤他機関との管轄区域の異なり 16 4.8%
⑥個人情報漏洩に係る抵抗・不安感 37 11.1%
⑦共有化のメリット・必要性がない 34 10.2%
⑧その他 31 9.3%

計 333
199

２－４．地域における情報共有化の必要性
区　　　　分 回答数 割合

①必要であり、更なる推進 32 11.3%
②今後の共有化へ向けて検討中 87 30.9%
③メリット不明のため方針未決定 109 38.7%
④その他 21 7.4%
⑤メリットがないため予定なし 33 11.7%

計 282
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ＧＩＳ導入・活用状況（土地改良区）

•土地改良区合併に向けて検討したい
•利用できるレベルに達していない
•現システムと互換性がない
•農地・施設管理等に活用したいが、筆数が多すぎる
•ＧⅠＳの効果が不明。内容を知らない
•導入の検討を行ったことがない。
•人員不足、使いこなす人材がいない
•導入したいが、事業等の導入方法がわからない
•他機関と調整つかない
•GIS導入整備中 等

１－１．農業分野におけるＧＩＳ導入状況
区　　　　分 回答数 割合

①導入済 103 25.8%
②未導入 296 74.2%

計 399

１－２．ＧＩＳ導入目的（複数回答）
区　　　　分 回答数 割合

①営農戦略の策定 46 17.7%
②農業農村整備の実施 59 22.7%
③農地管理 60 23.1%
④営農管理 12 4.6%
⑤施設管理 71 27.3%
⑥その他 12 4.6%

計 260

１－３．ＧＩＳ未導入の理由（複数回答）
区　　　　分 回答数 割合

①活用方法・メリットが不明 97 19.4%
②ＧＩＳ活用の人員・技術面での不安 98 19.6%
③予算的な制約 189 37.8%
④メリット、必要性がない 75 15.0%
⑤その他 41 8.2%

計 500
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ＧＩＳ導入・活用状況（土地改良区）

２－１．市町村内他機関との情報共有状況（複数回答）

割合
①市町村 32 31.1%
②土地改良区 6 5.8%
③農業委員会 7 6.8%
④農協 12 11.7%
⑤集落（農家） 10 9.7%
⑥その他 14 13.6%
⑦共有していない 254 －

計 335

２－２．　（共有している場合に）
　　　　　情報共有の中心的役割を担っている機関

区　　　　分 回答数 割合
①市町村 20 37.0%
②土地改良区 20 37.0%
③農業委員会 4 7.4%
④農協 1 1.9%
⑤集落（農家） 0 0.0%
⑥その他 9 16.7%

計 54

区　　　　分 回答数

２－３．情報未共有の理由（複数回答）
区　　　　分 回答数 割合

①共有化自体を未検討 165 33.7%
②共有化の方法、メリットが不明 63 12.9%
③情報管理に係る人員、技術の不安 71 14.5%
④他機関への情報提供に係る抵抗感 25 5.1%
⑤他機関との管轄区域の異なり 37 7.6%
⑥個人情報漏洩に係る抵抗・不安感 44 9.0%
⑦共有化のメリット・必要性がない 45 9.2%
⑧その他 40 8.2%

計 490

２－４．地域における情報共有化の必要性
区　　　　分 回答数 割合

①必要であり、更なる推進 40 12.9%
②今後の共有化へ向けて検討中 75 24.2%
③メリット不明のため方針未決定 121 39.0%
④その他 33 10.6%
⑤メリットがないため予定なし 41 13.2%

計 310
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都道府県土連によるＧＩＳ利用ニーズ調査

• 目的：水土里情報利活用促進事業で実施するシステム開発に対するニーズ
把握のため

• 実施主体：（財）日本水土総合研究所

• 調査先：全国47都道府県土連（水土里情報利活用促進事業の実施要領に定
める「協議会」における農業関係機関のニーズも整理との位置付け）

• 調査時期：H18.4～5

• 質問内容

– 農地筆・区画及び水利施設に関する地図情報の利用目的、主体、内容

– 必要となる地図情報（背景データ、主題データ）

– 必要となる属性情報

– システム化を期待する機能 等
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都道府県土連によるＧＩＳ利用ニーズ調査結果の概要

• 地図情報（農地筆・区画）の利用目的（詳細は別紙）

農地筆・区画

図形情報の種類

1. 国・都道府県営事業やＮＮ事業の受益・事業管理支援

2. 市町村が管理する耕地台帳の管理支援

3. 農業委員会等の農地基本台帳の管理支援

4. 各機関が推進している農地集積・流動化支援

5. 農業委員会等を仲介して行う農地売買・賃借に関する管理支援

6. 土地改良区組合員台帳（受益台帳）の管理支援

7. 農協関係の営農台帳管理支援

8. 共済組合事務の支援

9. 農協を中心として行う作物生産調整計画支援

10.農業公社等が実施する作業受委託支援

11.農協が行う資材、機械リース、作業受委託等管理支援

12.土地改良区や水利組合が行う水管理計画支援

13.行政機関の各統計情報の管理支援

14.行政機関の災害発生時の対策支援

15.資源保全施策対応の管理支援

利用目的
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都道府県土連によるＧＩＳ利用ニーズ調査結果の概要

• 地図情報（農業用水利施設）の利用目的（詳細は別紙）

農業用水利施設

図形情報の種類

1. ＮＮ事業の中長期計画策定支援

2. 国営・都道府県事業の事業管理・計画支援

3. 改良区の施設管理支援

4. 農業水利施設と併せた農道台帳、農業集落排水施設台帳の管理

5. 国・都道府県が進める農業水利ストック情報データベースとの
連携

6. 国・都道府県が進める電子納品物保管管理システムとの連携

7. 資源保全施策対応の管理支援

8. 農村地域におけるハザードマップ作成支援

9. 災害発生時における対策支援

利用目的
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都道府県土連によるＧＩＳ利用ニーズ調査結果の概要

• 必要となる図形情報（詳細は別紙）

農業用水利施設

農地筆・区画

図形情報の種類

デジタルオルソ、1/2500地形図、1/25,000地形図、住宅地
図、用途区分界

背
景
デ
ー
タ

農地筆、行政界、農業用用排水路、農業用水利施設(ダ
ム・頭首工等)、パイプライン施設、暗渠排水施設、ため
池、一般道、農道、農道、農地・海岸保全、農業集落排水
施設、農業集落排水施設、付帯施設(分水工、制水弁工)、
水掛かり区域、ボーリング調査、公共施設、各施設別被災
区域・被災幅等

農地筆、行政界、字界、農業集落、ほ場区画、土地改良区
区域、資源保全対象区区域、農家所在地、担い手農家所在
地、組合員所在地、３条資格者所在地、所有者所在地、構
成員所在地、ハウスの位置、建物の形状と位置、農業用用
排水路、農業用水利施設（ダム・頭首工等）、一般道・農
道、土壌分布

主
題
デ
ー
タ

必要となる図形情報
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都道府県土連によるＧＩＳ利用ニーズ調査結果の概要

• 必要となる主な属性情報（詳細は別紙）

農業用水利施設

農地筆・区画

図形情報の種類

都道府県名・コード、市町村名・コード、土地改良区名・土地
改良区コード、地区名・地区コード、事業名・事業コード、施
設名・施設コード、財産区分(国・県・市町村・土改区)、管理
区分(国・県・市町村・土改区)、施設基本諸元、施設構造、用
排水区分及び水源・コード、関係工事名・工事コード、関係業
務名・コード、補修履歴、施工年度・改修予定年度、(関係図
面・図書類)ファイリング、占用情報（面積・期間）

（4以上の目的に利用可能なもの、Ｎ＝17）

都道府県名・コード、市町村名・コード、大字名・コード、小
字名・コード、地番コード、枝番コード（孫番含み）、農業集
落名・コード、地積・登記面積、実耕作面積、所有者又は所有
者コード、経営者又は経営者コード、耕作者又は耕作者コード、
担い手名又は担い手コード、土改区・水利組合等の加入状況・
コード、集落営農コード、土地利用区分(農振農用地等)、現況
地目(水田・畑・受園地等)、現況農地状況(耕作・転作･休耕・
遊休・潰廃)、用排水掛かりコード

（10以上の目的に利用可能なもの、Ｎ＝19）

必要となる属性情報

（利用頻度の高いもの）
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北海道大雪土地改良区の事例

•・北海道旭川市、鷹栖町のJAあさひかわ908haとJAたいせつ5,662haの区域は水稲が基幹作物の地域であり、JA毎に水田農業推進協議会を設
立、平成１６年４月には「JAたいせつ地域水田農業ビジョン」及び「ＪＡあさひかわ地域水田農業ビジョン」を策定、水田農業の構造改革の推進及び「ほ

しのゆめ」などの売れる米作りなどの水田を活用した作物の産地づくりの推進を進めている。
・地域では、高齢化による水田農家の減少や農地賃貸借や飛び地の増加などの地域の問題を抱えており、国際貿易ルールへの対応強化のため、担
い手の育成や農地の利用集積の推進を図る必要がある。
・協議会の構成員である大雪土地改良区は土地情報に関するＧＩＳシステムの活用を進めてきたが、平成１６年からは「産地づくり支援農地情報整備
促進事業」平成１８年からは「元気な地域づくり交付金（農地情報整備）」により地形や土地所有者、耕作者に関する情報を一元的に管理するＧＩＳシス
テムを構築し、市町村・農業委員会が行う農家台帳の管理や土地改良区が行う土地台帳管理や受益地管理などの業務を効率化するとともに、地域
ではGIS情報を表示による農地の育成・集積・集約に関する地区協議や農地再整備、用排水統合等のシミュレーションに活用している。
・旭川市、鷹栖町ではこれらの取り組みにより、担い手への土地利用集積率がスタ－ト時41.8%
(2,136ha)がﾞ平成17年までに57.6%(2,947ha)に増加、今後はビジョンの目標年次である平成２２年までに66%(3,376ha)の土地利用集積率を目指

している。
・このほか、システムにトレーサビリティ情報等と連動を図り、生産物の品質向上・販売拡大を目指している。

○システムの整備活用状況 ○システム整備の効果

＜地域での共通認識の醸成＞
→現状の説明に要する時間の減少等、土地条
件・周辺農家状況を的確に把握した協議が出来
るため、無駄な議論や駆け引きが無くなり、公
平な土地利用・流動化が実現した。
＜地域の意向による情報の追加、削除が容易＞
→農家の意向変化や整備希望・農作業計画図・
作業日誌等の利用が増加、農家間の用水調整・
作付計画等に敏速に対応できることから、土地
改良区が図面を作成して関係団体との調整に入
る流れで定着しており、関係機関間の連絡も円
滑となった。地域にはPC・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・ｽｸﾘｰﾝを
持ち込んで使っており、ＧＩＳ情報を見ること
によりざっくばらんな話し合いができるように
なった。（旭川市農政課）
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北海道大雪土地改良区の事例

図面・情報を提供

土地改良区
■土地台帳
■受益地
■施設維持
■事業計画

農業共済組合
■掛け金計算

農協
■生産管理台帳
■経営体育成
■営農指導計画
■トレーサビリティ

農家
■所有する土地の
確認 など

農業センター
■土壌分析
■気象情報
■病害虫分析

農業委員会
■農家台帳
■地積情報管理

市町村
■産地づくり
交付金

地形図
航空写真
圃区図
地積図

農地情報管理システム
（土地改良区で管理）

土地所有者
耕作者

作物
品質
収量等

図面・データ提供 図面・データ提供

図面・データ提供

図面・情報

を提供

図面・情報

を提供

図面・情報を提供

図
面

・
情

報
を

提
供

図
面

を
提
供
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新潟県十日町市の事例
•十日町市川西地区（旧川西町）は川西コシヒカリ米の生産を基幹産業とする地区であるが、米の生産は集落単位の作業受託組織である「ぐ
るみ型生産組織」による受託が昭和５０年前半から定着したため農地の流動化が進まず、農地集積は１４５ｈａ、流動化率は１２％にとど
まっていた。
•平成１６年４月策定の「川西町水田農業ビジョン」では川西コシヒカリ米の付加価値を高めるため以下の基本方針を掲げる。

①生産組織の強化と担い手確保（集落単位の作業受託組織である「ぐるみ型生産組織」から経営能力
を保有した効率的かつ安定的な組織経営体への移行等）

②環境保全型農業の導入（有機農法や減農薬栽培、堆肥利用による土づくり等）
•ビジョンの実現に向けて平成１６年に「産地づくり支援農地情報整備促進事業」により圃場の区画や水張り面積、農家の拡大・縮小意向、
作業受委託の状況、貸付希望地、貸付期間終了などの農地の出し手と受け手に係る情報をＧＩＳ上で一元的に把握する農地情報システムを構
築（管理は川西町）。
•３月には東部地区合同営農委員会においてシステムの試活用に着手、システムを活用して所有権移転や利用権設定等を進め、７００ｈａの
農地集積を目指している。
•このほか、システムに土壌データや食味データ整備を進めることで、環境保全型農業による売れる米作りに応用することとしている。

○システムの整備活用状況 ○システム整備の効果

・地域での共通認識の醸成
水張り面積及び区画の情報を取得したことによ
り、地形図に圃場の現況を表示することが可能
となり、地区内の圃場に対する農家の共通認識
が容易となりました。
この重合図をもとに、圃場一筆毎の経営意向聞
き取り調査と、作物情報等を含む水田台帳（農
業共済台帳）との関連付け作業を、現在、農業
委員会を中心にして行っていますが、本聞き取
り調査と、システム構築の際に行われた各種検
討会により、農家、生産組織からのＧＩＳシス
テムへの期待が徐々に高まってきており、地域
ぐるみによる経営体の育成及び売れる米づくり
に向けた取組を支援できるものと確信しており
ます。（十日町市川西支所農林課）

ＧＩＳ上で整備する農地情報

H17.3.4 東部地区合同営農委員会の状況H17.3.4 東部地区合同営農委員会の状況

農地一筆ごとに「自作耕作」、「作業委託先あ
り」、「貸し付け希望」などを把握して入力

名   称 

オルソ 

水田水張り面積 

筆・区画形状 

農業用施設整備状況 

食味調査、土壌調査結果 

所有者・耕作者名 

所有者等の貸借意向 

 

農家の土地利用意向を農地情報システム上で一元的に把握
システムを活用して所有権移転や利用権設定を推進
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新潟県十日町市（旧川西町）の事例

ＮＯＳＡＩ魚沼共済台帳データ

川西町土地改良区土壌図データ

川西町土地改良区水系分布データ

ＪＡ十日町食味値データ

ＪＡ十日町米の成分分析データ

ＪＡ十日町土壌分析データ

新潟県暗渠排水計画平面図（紙）

川西町農業委員会地籍集積図（デジタル）

川西町農業委員会農地農家台帳システム

新潟県デジタルオルソ

提供主体共有データ
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北海道栗山町農業公社の事例

• ・栗山町は、古くから水稲（2,146ha）を基幹作物としてきたが、道都札幌から東に40㎞、千歳空港からも40㎞という地理
的条件にも恵まれていることから、大消費地を意識した野菜作りも盛んで100種類以上の野菜との組合せによる複合経営が
主体である。

• ・しかしながら、65歳以上の農業従事者が30％を超えるといった高齢化や農家戸数の減少、担い手不足による農地の分散化
や耕作放棄地の増加といった問題解決に向け、組織的な活動が必要不可欠となっており、特に主幹作物である米を中心とし
た産地づくり対策が急務であった。

• ・栗山町では、2004年11月に『農業振興政策の検討』、『担い手確保や育成』、『農作業受委託の需給調整』、『農地流動
化』、『農業情報の提供』業務を行なう、財団法人栗山町農業振興公社を設立。

• ＪＡ庁舎に事務所を構え、生産者に対する『農業の窓口』として運営されている。
• 公社設立の2004年度、栗山町水田農業ビジョン実現に向けて、上記業務推進するにあたり、従来、町、ＪＡ、土地改良区と

いった各団体で管理していた情報を『地図』をキーとして一元管理するシステムを構築。
• ・情報の一元管理による、各団体の事務コスト削減、情報の均質化はもちろんのこと、生産者に対し、地域水田ビジョンの

実現に向けた取組みを、地図を用いて分かりやすく説明し、担い手への農地流動化や作物の団地化などの各種調整の円滑化
を実現している。また、2005年2月以降、既に128haを完了しているが、再設定を含めて毎年200haの農地集積を目標として
いる。

＜生産者との相談窓口端末としても活用＞
借り手希望者と、貸し手希望者の意向を把握して、その

農地を地図上に落とし、近い人同士を組み合わせるなど、
より効率的な賃貸調整に利用している。また、農作業の
受託希望や、委託希望に関しても、スムーズな対応を実
現する。
生産者からの各種相談対応の際にも地図システムを活

用している。生産者からの相談内容をシュミレーションし、
実際の地図に色塗りしたパソコン画面をお互いに見なが
ら説明する事により、生産者の理解度も向上し、公社利
用率の向上にも繋がっている。（栗山町産業振興課・農
業振興公社）

○システム整備の効果
○システムの整備活用状況
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地図情報の活用の現状

（考え方）

• 農業関係機関や行政機関による地図情報の活用は有用であり、地域レベル
では導入・活用が徐々に進んでいる。

• しかし、地図情報を導入していない理由として財政面、技術面、人員面の
不安があることを挙げる機関が多い。

• このほか、これまで地図情報を導入してきた機関でも、同様の理由により
データの維持管理等に苦慮している機関がある。

• このように、農業関係機関等では十分な体制を構築できない事情があるこ
とを踏まえ、既存情報の活用や地図情報の相互利用・共有など、効率的な
活用を進める必要がある。

• 農村振興地域では、H18.2現在において、農村振興地域面積における整備対
象面積の約８割の1/2500ﾚﾍﾞﾙの空間データ（デジタルオルソ等）の整備が
完了するなど、行政機関による地図情報の整備も進んでおり、既存データ
の有効活用が極めて重要。

• 地図情報や属性情報の機関間での共有に取り組む地域も散見されるが、全
国的に共有はあまり行われていない。

• 今後、効率的な活用のため、地図情報や属性情報の共有に前向きに取り組
むべきである。
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具体的な取り組みの方向性について

①標準化、品質確保

これまで整備された地図情報は仕様が統一されていないため、
共有や相互利用が困難となっていることから、標準的な仕様
や品質水準を策定する必要はないか。

農 業 ・ 農 村 情 報
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地理情報標準に準拠した標準仕様が必要

• 地図情報の普及や共有・品質確保には、標準仕様に基づくデータ整備が必

要

• これまでに調達仕様書がとりまとめられているが、応用スキーマの規定が

ない等の理由により地理情報標準に完全に準拠していないとの位置付け

– 「農村振興地理情報システム整備事業における空間データ調達仕様書」

– 「農地等データ仕様等検討会空間データ調達仕様書（例）」

• 国土地理院では、地理情報標準(JIS X 7100シリーズ）、国際規格（ISO 

19100シリーズ）の中から実利用に必要最小限の部分を取り出して体系化し

た地理情報標準ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ(JPGIS)への準拠を推奨

• これにより地理情報標準への完全準拠の位置付けに

「農地等データ仕様
等検討会空間データ
調達仕様書（例）
（H16.3）」

「農村振興地理情報
システム整備事業に
おける空間データ調
達仕様書（H15.3）」

地理情報標準に完全準拠した
（JPGISに準拠した）標準仕様

見直し
•データ内容等の精査
•地理情報標準への完
全準拠の検討
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図形情報 農業用水利施設

背景データ

農地筆・区画

所有・耕作者、貸借意向情報

作付作物、営農履歴情報

施設整備
管理・更新履歴情報等

農地関連情報
（傾斜度、農道整備状況等）

農業用水関連情報
（用・排水状況、水利慣行等）

農業・農村基盤図（イメージ）
【1/2,500程度】

地籍図

圃場図

用水路

ため池排水路

農業・農村分野の標準仕様

• 地図情報の普及や共有・品質確保には、農業・農村分野における利用目
的・内容を踏まえた図形情報のまとまり（データ・セット）を明確にし、
地理情報標準に準拠した仕様を定義する必要がある。

• これを農林水産省が策定し、「農業・農村基盤図製品仕様書（仮称）」等
と呼称し、普及を図る必要。

属性情報
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「農業・農村基盤図製品仕様書（仮称） 」の構成（案）

4.2.3 農業･農村基盤地図
集合ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

4.2.4 農地ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
圃区
農地

4.2.5 農業水利施設ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
農業水利施設
農業用用排水路
用水路
排水路
ため池

4.3 空間スキーマプロファイル
4.4 時間スキーマプロファイル

5 参照系
5.1 座標参照系
5.2 時間参照系

6 データ品質
6.1 品質要求
6.2 品質評価手順

7 データ製品配布
7.1 配布書式情報
7.2 配布媒体情報

8 メタデータ

付属書1 コード対応表
付属書2 符号化仕様

1 概覧
1.1 空間データ製品仕様書の作成情報
1.2 目的
1.3 空間範囲
1.4 時間範囲
1.5 引用規格
1.6 用語と定義
1.7 略語

2 適用範囲
2.1 適用範囲識別
2.2 階層レベル

3 データ製品識別
3.1 製品仕様識別

4 データ内容及び構造
4.1 応用スキーマクラス図

4.1.1 農業･農村基盤図
応用ｽｷｰﾏﾊﾟｯｹｰｼﾞ図

4.1.2 農業･農村基盤図ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
4.1.3 農業･農村基盤図

集合ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
4.1.4 農地ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
4.1.5 農業水利施設ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

4.2 応用スキーマ文書
4.2.1 農業･農村基盤図

応用ｽｷｰﾏﾊﾟｯｹｰｼﾞ
4.2.2 農業･農村基盤図ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

※空間ﾃﾞｰﾀ製品仕様書作成ﾏﾆｭｱﾙ JPGIS版 Ver.1.0（平成17年3月 国土交通省国土地理院）等を基に作成
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検討事項② 標準化、品質確保の必要性

（考え方）

• 農業・農村分野における地図情報の利用は、多様な機関（農業関係機関や
行政機関等）における相互利用や共有が可能であることを踏まえ、相互利
用や共有が可能な環境を構築する必要がある。

• そのためには、農業関係機関や行政機関が地図情報の標準仕様に基づき
データ整備を行うことが必要であり、空間データの構造や品質要件等を定
義する標準仕様（「農業・農村基盤図製品仕様書（仮称） 」）を農林水産
省として早急に策定する必要がある。

（今後の検討）

• 第２回研究会において、「農業・農村基盤図製品仕様書（仮称） 」の定義
項目のうち重要な項目（縮尺、定義レイヤ、属性情報、品質要件等）をわ
かりやすくポイントとして提示し、それを基に議論を行う。

• 研究会においてポイントについての検討を進め、その結果をもとに「農
業・農村基盤図（仮称）製品仕様書」の素案をとりまとめ。

※ なお、この素案をもとに、農林水産省は「農業・農村基盤図製品仕様書
（仮称） 」を制定。
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検討事項② 標準化、品質確保

研究会の検討対象と考える製品仕様書の重要項目は以下の通り。

• 1 概覧
– 1.2 目的 空間ﾃﾞｰﾀ製品の具体的な利用目的や利用方法

– 1.3 空間範囲 空間ﾃﾞｰﾀ製品が対象とする空間的な範囲

– 1.4 時間範囲 空間ﾃﾞｰﾀ製品が対象とする時間的な範囲

– 1.6 用語と定義

• 4 データ内容及び構造
– 4.1 応用スキーマクラス図 JPGIS応用スキーマのための規則にしたがいUMLク

ラス図で表現された空間データの内容及び構造

– 4.2 応用スキーマ文書 UMLクラス図にて示された地物について、JPGIS応用
スキーマのための規則にしたがい記述された地物の詳細な特性

• 6 データ品質
– 6.1 品質要求

• データ品質適用範囲 品質評価の対象とするﾃﾞｰﾀの内容や範囲

• データ品質評価尺度 品質を評価するための指標

– 6.2 品質評価手順 品質評価の方法

• 付属書１ コード対応表 地図情報や属性情報を識別するためのコード定
義

※空間ﾃﾞｰﾀ製品仕様書作成ﾏﾆｭｱﾙ JPGIS版 Ver.1.0（平成17年3月 国土交通省国土地理院）等を基に作成
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具体的な取り組みの方向性について

②個人情報対策

個人情報保護法や条例により情報共有が困難との声を聞くが、
法令等を遵守しつつ情報の共有を進めるべきとの考え方が必
要ではないか。また、必要な個人情報保護対策を整理できな
いか。
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検討事項③ 個人情報保護対策

（考え方）

• 属性情報の取り扱い・共有にあたり、法令やガイドライン等の遵守により
個人情報を適切に取り扱うことが必要。また、個人情報保護法は、属性情
報の共有を禁じるものではないとの認識。

• 属性情報の共有が困難な要因として個人情報の取り扱いをあげる機関が多
い実情を踏まえ、本研究会では、個人情報保護対策として必要な手続き等
を整理した参考資料を作成する。

（今後の検討）

• 個人情報に係る手続き面については、個人情報の共有や対策を進める先進
事例の情報をもとに、個人情報保護法や農林水産省ガイドラインとの関係
から必要な手続きや注意点などを整理し、第３回以降に提示


